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（１）社会の動き

（２）国の主な動き

（３）デジタル田園都市国家構想総合戦略

（４）東京都の主な動き
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「官民データ活
用推進基本法」
の制定

「世界最先端デジタ
ル国家創造宣言・官
民データ活用推進基
本計画」の策定
「デジタル・ガバメント
推進方針」の策定

「デジタル・ガバメ
ント実行計画」の
策定

デジタル手続法
施行

「デジタル社会
形成基本法」を
はじめとするデジ
タル改革関連6
法の成立

「自治体デジタル・
トランスフォーメー
ション（DX）推進
計画」策定

「デジタル庁」の
設置

令和元年

（2019）年12月

平成30年

（2018年）１月
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（出典）デジタル田園都市国家構想総合戦略概要（内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局）

デジタル田園都市国家構想とは

デジタル技術の活用により、地域の個性を活かしな
がら、地方の社会課題の解決、魅力向上のブレイク
スルーを実現し、地方活性化を加速することも目的
に、国が掲げた重要施策の一つ。デジタル基盤の整
備、デジタル人材の育成など、多方面から地方の取
組を支援することとしています。
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（出典）「未来の東京」戦略 version up 2023（東京都）

（出典）東京のＤＸ推進強化に向けた新たな展開（東京都）

6



方針の目的と位置付け
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瑞穂町
DX推進方針

第5次
瑞穂町長期総合計画

整合

整合 補完 整合

整合

各種要請

国

• デジタル田園都市国家構想総合戦略
• 自治体DX推進計画
• デジタル・ガバメント実行計画
• 官民データ活用推進基本法
• デジタル手続法
• その他の関連法令及び計画

東京都

• 東京デジタルファースト推進計画
その他関連計画

瑞穂町
各種分野別計画

令和５年度～令和９年度

方針の
目的

方針の
位置
付け

方針の
期間

8



（１）ＤＸ推進の基本理念と基本方針

（２）ＤＸ推進の目的と取組
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基本理念

基本方針
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重点取組事項

取組１ 自治体の情報システムの標準化・共通化

取組２ マイナンバーカードの普及促進

取組３ 自治体の行政手続のオンライン化

取組４ 自治体のAI・RPAの利用推進

取組５ 多様な働き方の推進

取組６ セキュリティ対策の徹底

ＤＸ推進の目的

自治体ＤＸの取組とあわせて取り組むべき事項

取組７ デジタルデバイド対策

各団体において必要に応じ実施を検討する取組

取組８ オープンデータの推進
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国が定めた「自治体DX推進計画」では、自治体は、目標時期を令和７年度（2025年度）とし、「ガバメ
ントクラウド」の活用に向けた検討を踏まえ、基幹系20業務システムについて国の策定する標準仕様に準拠
したシステムへ移行するように求められています。瑞穂町では、現行システムの調査や標準仕様書に準じた
業務フローの作成を行うなど、計画的な導入に向けた調整を開始しています。

今後、情報システムの共同調達を行っている西多摩郡の3町村（日の出町、檜原村、奥多摩町）をはじめ、
関係区市町村と緊密に情報共有するとともに、基幹系システムベンダーとの協議・調整を重ねながら、標準
準拠システムへの移行に係る課題の整理を図ります。

国が示している標準化・共通化対象事務（20業務）

年度 業務フロー
作成

関係機関との
調整

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

令和
８年度

令和
９年度

現状の業務
フロー作成

標準仕様書
に準じて業
務フロー改
善

標準準拠システムの稼働

東京都や関
係区市町村
と情報共有

ベンダーと
の協議・調
整

① 住民基本台帳

② 印鑑登録

③ 戸籍

④ 戸籍の附票

⑤ 選挙人名簿管理

⑥ 個人住民税

⑦ 法人住民税

⑧ 固定資産税

⑨ 軽自動車税

⑩ 就学

⑪ 健康管理

⑫ 児童扶養手当

⑬ 生活保護

⑭ 障害者福祉

⑮ 介護保険

⑯ 国民健康保険

⑰ 後期高齢者医療

⑱ 国民年金

⑲ 児童手当

⑳ 子ども・子育て支援

【見込まれる効果】自治体の情報システムを標準化・共通化することで、自治体間での情報共有が円滑化
され、行政手続の簡素化・利便性向上が見込まれます。
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マイナンバーカードは、オンラインで確実に本人確
認ができ、デジタル社会の基盤となるものです。瑞穂
町のマイナンバーカード交付率は町民全体の49.4％
（令和４年（2022年）12月末現在）となっており、普
及促進事業を積極的に実施しています。

今後はマイナンバーカードの更新への対応を行いつ
つ、国の動向を注視しながら活用方法の検討を進めて
いきます。東京都や関係区市町村とも情報共有し、住
民の利便性向上につながる施策を研究します。

年度
活用方法の検討

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

令和
８年度

令和
９年度

東京都や関係区市町村と
情報共有

事例研究

順次活用

【見込まれる効果】マイナンバーカードが活用できる
場面が増え、生活の利便性向上が見込まれます。

（出典）「マイナンバーカード これからの暮らしに、
手放せない一枚！」（デジタル庁・総務省）
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デジタル化による利便性の向上を国民が早期に享受できるよう、国が令和４年度（2022年度）末
までの対応を求めていた「特に国民の利便性向上に資する31手続」（市町村対象27手続）は、マイ
ナポータルからマイナンバーカードによるオンライン手続が可能となりました。

国が定めた各手続に加え、行政手続のオンライン化への対応をさらに進め、来庁しなくて
も行政サービスが受けられる「行かない、待たない、書かない」窓口の実現を目指します。

年度 ぴったりサー
ビスへの登録

利用者促進方
法の検討

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

令和
８年度

令和
９年度

東京都や関
係区市町村
と情報共有

事例研究

順次実施

子育て関係（15手続） 介護関係（11手続） 被災者支援関係（１手続）

① 児童手当等の受給資格及び児童手当の
額についての認定請求

② 児童手当等の額の改定の請求及び届出
③ 氏名変更／住所変更等の届出
④ 受給事由消滅の届出
⑤ 未支払の児童手当等の請求
⑥ 児童手当等に係る寄附の申出
⑦ 児童手当に係る寄附変更等の申出

⑧ 受給資格者の申出による学校給食費等
の徴収等の申出

⑨ 受給資格者の申出による学校給食費等
の徴収等の変更等の申出

⑩ 児童手当等の現況届
⑪ 支給認定の申請
⑫ 保育施設等の利用申込
⑬ 保育施設等の現況届
⑭ 児童扶養手当の現況届の事前送信
⑮ 妊娠の届出

① 要介護・要支援認定の申請
② 要介護・要支援更新認定の申請

③ 要介護・要支援状態区分変更認定
の申請

④ 居宅(介護予防 )サービス計画作成
(変更)依頼の届出

⑤ 介護保険負担割合証の再交付申請
⑥ 被保険者証の再交付申請
⑦ 高額介護(予防)サービス費の支給申
請

⑧ 介護保険負担限度額認定申請
⑨ 居宅介護(介護予防)福祉用具購入費
の支給申請

⑩ 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支
給申請

⑪ 住所移転後の要介護・要支援認定
申請

① 罹災証明書の発行申請

マイナポータルにおけるオンライン手続可能とする対象手続（※市町村対象手続）

順次追加

【見込まれる効果】時間と場所を選ばずできる行政手続が増え、利便性向上が見込まれます。
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国は、本格的な人口減少社会となる令和22年（2040年）頃を見据え、希少化する人的資源を本来注力すべ
き業務に振り向けるため、地方公共団体に対して、業務の在り方そのものを刷新することを求めています。
瑞穂町においても少子高齢化に伴う生産労働人口の減少を想定し、持続的かつ安定的な行政サービス提供
のためには、行政事務の更なる効率化が必要です。

AIやRPAなどのデジタル技術は、地方公共団体の業務を改善する有力なツールであり、限られた経営資源
の中で持続可能な行政サービスを提供し続けていくため、今後の活用を検討します。

年度 AI/RPAの事
例研究

テレワークの
環境整備

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

令和
８年度

令和
９年度

国は、「テレワークはICTを活用して時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方であり、職員一人ひと
りのライフステージに合った多様な働き方を実現できる働き方改革の切り札」としています。
また、ICTの活用により業務の効率化が図られることで行政サービスの向上にも効果が期待されるととも
に、新型インフルエンザや新型コロナウイルスを例とした各種感染症の流行下においては、感染拡大の防止
や行政機能の維持のための有効な手段として多くの自治体に導入されています。

瑞穂町では、現状を踏まえ、可能な範囲でテレワークを推進し、職員の能力開発と災害や感染症拡大下に
おける行政機能維持に努め、多様な働き方ができる組織を目指します。

事例研究

広域検討

実証研究

導入可否の
検討

【見込まれる効果】職員の業務が効率化されることで、事業企画や相談対応等の真に職員が対応すべき業務
に注力できる体制の構築が見込まれます。

【見込まれる効果】時間と場所にとらわれない働き方を実現することで、ライフステージに左右されない
キャリアの実現と緊急時の業務継続・住民サービス維持が見込まれます。
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国では、地方自治体におけるセキュリティモデルを「個人番号利用事務」、「LGWAN接続系」、「イン
ターネット接続系」に分離する「自治体の三層の対策」を実現し、セキュリティ対策を徹底してきましたが、
新たに、働き方改革によるリモートワークや行政手続の電子化への対応が求められるようになりました。

令和２年（2020年）５月、総務省より効率性・利便性を向上させた新たな「自治体情報セキュリティ対策
の見直し」が発表され、令和４年（2022年）３月にも「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに
関するガイドライン」が改定されました。瑞穂町では、改定後のガイドラインを踏まえ、必要に応じて情報
セキュリティ管理のルール見直しを行い、情報セキュリティ対策を徹底するものとします。

年度 セキュリティ
対策の徹底

デジタル
デバイド対策

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

令和
８年度

令和
９年度

研修実施

【見込まれる効果】セキュリティ対策を徹底することで大切な個人情報を保護できるだけでなく、誰もが安
心して行政手続をオンラインで行える環境の整備が見込まれます。

地域全体のデジタル化を進めるにあたり、デジタル技術の利活用により、年齢、障害の有無、性別、国籍、
経済的な理由等にかかわらず、誰も取り残さない形で、全ての住民にデジタル化の恩恵を広くいきわたらせ
ていく環境の整備に取り組むことが必要です。また、町職員に対してもICTリテラシーを向上させ、住民に
対するきめ細やかなデジタル活用支援を図る必要があります。

瑞穂町では、庁舎における相談窓口の設置や地域におけるモバイル端末等の操作方法に係る講習等を通じ
て、デジタルデバイドの解消を目指します。

住民向け事
業及び職員
のＩＣＴリ
テラシー向
上に向けた
取組の実施

【見込まれる効果】デジタル技術に対する不安の解消に資する取組を実施することで、誰もがデジタル化の
恩恵を受け取れるようになることが見込まれます。
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年度
オープンデータの推進

令和
５年度

令和
６年度

令和
７年度

令和
８年度

令和
９年度

官民データ活用推進基本法では、地方公共団体は、国と同様に、保有するデータを国民が容易に利用でき
るよう必要な措置を講ずるものとされています。また、東京都でも独自にオープンデータに取り組む自治体
の範囲拡大を目的とした取組を推進しており、ごみの分別項目等の共通したデータを公開できるように都内
の自治体に働きかけを行っています。

官民データ活用推進基本法の趣旨、国のオープンデータ基本指針及び本方針を踏まえ、瑞穂町でも行政保
有データを容易に利用できるようにすることで、オープンデータを活用した地方発ベンチャーの創出の促進、
地域の課題の解決を図ります。

【見込まれる効果】民間事業者による新しい事業の創出と、それに伴う経済の活性化が見込まれます。

東京都や関係区市町村
と情報共有

事例研究
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（１）多摩イノベーション交流ゾーン

（２）「未来の東京」戦略 versionup 2023

（３）多摩都市モノレール駅周辺における新拠点の形成
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「多摩広域拠点域」のうち、特に、大学や企業、
研究機関などが集積している地域であり、リニア
中央新幹線や圏央道、多摩都市モノレールなどの
道路・交通ネットワークを生かして域内外との交
流が活発になることや積極的に挑戦しやすい環境
が整うことにより、様々な主体が交流し、新たな
アイデアや創意工夫が生まれ、多様なイノベー
ションの創出が図られています。

（出典）都市づくりのグランドデザイン（東京都）
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多摩の地域特性を生かしながら、デジタル活用、
イノベーション、エネルギー、交流・連携等の新
たな視点も踏まえ、拠点づくりを進める市町のま
ちづくりを推進するため「多摩のまちづくり戦略
（仮称）」を2023年度（令和５年度）に策定。
多摩都市モノレール延伸部（箱根ケ崎方面）沿
線においては、延伸部の開業を見据え、地元市町
と連携しながら、新たなまちづくりを推進。

（出典）「未来の東京」戦略 versionup 2023（東京都）
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（出典）多摩都市モノレール延伸（上北台～箱根ケ崎）計画等に関する都市計画素案説明会資料
（令和4年10月）説明スライド（東京都・武蔵村山市・東大和市・瑞穂町）
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用語集
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用語 用語の説明

あ インターネット 世界中にあるコンピューターをつなげて情報のやり取りを行う仕組みのこと。

オープンデータ
国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データのうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易に利用

（加工、編集、再配布等）できるよう、次のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータをオープンデータと
定義する。

オンライン コンピューターがインターネット（本用語集参照）につながっている状態のこと。

か ガバメントクラウド 政府共通のクラウド（本用語集参照）サービスの利用環境

クラウド データ等のまとまった資源を、ネットワークを経由して利用する仕組みのこと。

さ 自治体DX
自治体が、行政サービスの品質向上や高度化を目指して、デジタル技術を活用した業務の効率化や改善を図る取

組。自治体DXは、「住民の幸せ」を起点としたアプローチであることから、全ての住民を取り残さないことが重要
であり、必ずしも効率化が優先されない点に特徴がある。

スマートフォン コンピュータの機能を有し、インターネットにアクセスできる携帯電話のこと。

た デジタルデバイド インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できる者と利用できない者との間に生じる格差のこと。

電子決済 現金の受け渡しを行わず、データの送受信で決済を行う方法のこと。

テレワーク インターネット（本用語集参照）等の仕組みを活用して、会社や役場以外で仕事を行うこと。
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用語 用語の説明

は ベンダー システムを提供する事業者のこと。

ま マイナポータル マイナンバーカード（本用語集参照）を利用して、どこでも行政手続きができるようにした仕組みのこと。

マイナンバーカード
個人を識別する番号が記載されており、本人確認書類として、また様々な申請のために利用できるカード

のこと。

ら リテラシー 読み解く力。特性を理解し、活用する能力。

A-Z AI・RPA
AIはArtificial Intelligenceの略であり、人間の思考と同じように動作する仕組みのこと。RPAはRobotic
Process Automationの略であり、特定の作業を自動化する仕組みのこと。AI・RPAはそれらを組み合わせた
仕組みのこと。

DX 役場や企業がデジタル技術を活用して、業務の効率化やサービスの向上を図ること。

ICT Information & Communications Technologyの略であり、情報通信技術のこと。
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